
八戸都市計画地区計画の変更（八戸市決定）

八戸都市計画田向地区計画を次のように変更する。

名 称 田向地区計画

位 置 八戸市大字田向字田向、字荒屋敷、字間ノ田、字毘沙門、字毘沙門平、字松ヶ崎の全部

大字田向字野堰、字橋下、字向河原、字土岡河原、字毘沙門前、字館越下、字十二役、

字冷水、字デントウ平の各一部

面 積 約 ８８．５ ｈａ

区 地区計画の目標 本地区は、八戸市中心市街地から東方2.5kmに位置し､地区内には八戸市の環状線を形成する都

域 市計画道路３･３･８号白銀市川環状線が通っているほか､八戸市立市民病院が開設されているた

の め､広域の医療･福祉の拠点として､良好な環境づくりが期待されている｡

整 このため、本地区計画により魅力あるまちづくりの実現に向けて建築物等の適切な配置及び立

備 地誘導を図り、ゆとりとうるおいのある環境形成に資することを目標とする。

・

開 土地利用の方針 本地区は、高度医療拠点地区として高齢･福祉社会に備える施設を誘導するとともに､ゆとりあ

発 る住宅地の形成を図る。

及 ①沿道地区（１）

び 都市計画道路３･３･８号の沿道として、また、医療拠点地区としての利便性に配慮した良

保 好な環境の形成を図る地区

全 ②沿道地区（２）

の 周辺の一般住宅地区の居住環境と調和し、日常生活利便施設の立地にも配慮した良好な環

方 境の形成を図る地区

針 ③沿道地区（３）

都市計画道路３･３･８号の沿道として、また、田向地区及びその周辺地区の生活サービス

拠点として適正規模の集客施設の立地に配慮した良好な環境の形成を図る地区

④公共公益施設地区

広域医療･福祉等の拠点としてふさわしい公共公益施設の立地を誘導する地区

⑤一般住宅地区

独立住宅を中心とした緑豊かなゆとりとうるおいのある閑静な居住環境の形成を図る地区

建築物等の整備 高度な医療･福祉機能を備えた新市街地にふさわしい都市環境の形成を図るため、土地利用の

の方針 方針をふまえるとともに、各地区の特性に応じ、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低

限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について

定める。

なお、共同住宅等にあっては、住戸数に見合う駐車場を設置する。



地 建 地区の 名称 沿道地区（１） 沿道地区（２）

区 築 区分

整 物 面積 約６．３ｈａ 約１２．０ｈａ

備 等

、 、計 に 建築物等の用途 次に掲げる建築物及びこれに類するものは 次に掲げる建築物及びこれに類するものは

画 関 の制限 建築してはならない。 建築してはならない。

す ① 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他 ① 火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯

る これらに類するもの 蔵、処理に供するもの(ガソリンスタンドを

事 ② カラオケボックスその他これに類するも 除く)

項 の ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

③ 自動車教習所 関する法律第２条第１項に規定する営業の

④ 火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯 用に供する建築物

蔵、処理に供するもの(ガソリンスタンドを

除く)

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第２条第１項に規定する営業の

用に供する建築物

建築物の敷地面 １６５㎡かつ住戸数に５５㎡を乗じた面積以上

積の最小限度

建築物等の壁面 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か

の位置の制限 ら敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値 ら敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値

以上とする。 以上とする。

① ３･３･８白銀市川環状線に面する側にお ① ３･４･５小中野大館線及び３･４･29市民

いて３ｍ 病院通り線及び３･４･30松ヶ崎冷水線及び

② ３･４･５小中野大館線及び３･４･29市民 主要地方道八戸大野線に面する側において

病院通り線に面する側において２ｍ ２ｍ

③ その他の敷地境界線において１ｍ ② その他の敷地境界線において１ｍ

建築物等の形態 ① 建築物等の屋根、外壁、又はこれに代わる柱の色彩は、原色の多用を避けて落ち着きのあ

又は意匠の制限 る色調とし、街並みとの調和に配慮したものとする。

② 屋外広告物は、街並みの統一感を著しく損なわない形態及び意匠とする。

垣又は柵の構造 垣又は柵の設置については、にぎわいとゆとりある環境形成に配慮して、必要最小限に努め

の制限 るものとする。設置する場合には、緑とうるおいのある環境形成に配慮して生垣又はフェンス

等透視可能なものとする(法令等により設置を義務づけられている物を除く)。

ただし、道路面からの高さが１ｍ以下のものにあっては、この限りではない。



地 建 地区の 名称 沿道地区（３） 公共公益施設地区

区 築 区分

整 物 面積 約３．０ｈａ 約２１．０ｈａ

備 等

、 、計 に 建築物等の用途 次に掲げる建築物及びこれに類するものは 次に掲げる建築物及びこれに類するものは

画 関 の制限 建築してはならない。 建築してはならない。

す ① 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他 ① 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿（同一敷

る これらに類するもの 地内の公共公益施設に従事する者のために

事 ② カラオケボックスその他これに類するも 設置する場合を除く）

項 の ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

③ 自動車教習所 関する法律第２条第１項に規定する営業の

④ 火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯 用に供する建築物

蔵、処理に供するもの(ガソリンスタンドを

除く)

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第２条第１項に規定する営業の

用に供する建築物

⑥ 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他こ

れらに類する用途に供する建築物でその用

途に供する部分の床面積の合計が、建築物

の敷地面積の４２／１００を超えるもの

建築物の敷地面 １６５㎡かつ住戸数に５５㎡を乗じた面積以 －

積の最小限度 上

建築物等の壁面 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か

の位置の制限 ら敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値 ら敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値

以上とする。 以上とする。

① ３･３･８白銀市川環状線に面する側にお ① ３･３･８白銀市川環状線に面する側にお

いて３ｍ いて３ｍ

② ３･４･29市民病院通り線に面する側にお ② ３･４･５小中野大館線及び３･４･29市民

いて２ｍ 病院通り線及び３･４･30松ヶ崎冷水線に面

③ その他の敷地境界線において１ｍ する側において２ｍ

③ その他の敷地境界線において１ｍ

建築物等の形態 ① 建築物等の屋根、外壁、又はこれに代わ ① 建築物等の屋根、外壁、又はこれに代わ

又は意匠の制限 る柱の色彩は、原色の多用を避けて落ち着 る柱の色彩は、原色の多用を避けて落ち着

きのある色調とし、街並みとの調和に配慮 きのある色調とし、街並みとの調和に配慮

したものとする。 したものとする。

② 屋外広告物は、街並みの統一感を著しく ② 屋外広告物は、街並みの統一感を著しく

損なわない形態及び意匠とする。 損なわない形態及び意匠とし、原則として

自己の用に供するものとする。

垣又は柵の構造 垣又は柵の設置については、にぎわいとゆ 垣又は柵の設置については、にぎわいとゆ

の制限 とりある環境形成に配慮して、必要最小限に とりある環境形成に配慮して、必要最小限に

努めるものとする。設置する場合には、緑と 努めるものとする。設置する場合には、緑と

うるおいのある環境形成に配慮して生垣又は うるおいのある環境形成に配慮して生垣又は

フェンス等透視可能なものとする(法令等によ フェンス等透視可能なものとする(法令等によ

り設置を義務づけられている物を除く)。 り設置を義務づけられている物を除く)。

ただし、道路面からの高さが１ｍ以下のも

のにあっては、この限りではない。



地 建 地区の 名称 一般住宅地区

区 築 区分

整 物 面積 約４６．２ｈａ

備 等

計 に 建築物等の用途 既存の用途制限のみ

画 関 の制限

す

る 建築物の敷地面 １６５㎡かつ住戸数に５５㎡を乗じた面積以

事 積の最小限度 上

項

建築物等の壁面 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か

の位置の制限 ら敷地境界線までの距離は１ｍ以上とする。

ただし、上記に満たない距離にある建築物

又は建築物の部分が次の各号の一に該当する

場合はこの限りではない。

① 外壁又はこれらにかかわる柱の中心線の

長さの合計が３ｍ以下であること。

② 物置その他これに類する用途に供し、軒

の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の

合計が５㎡以内であること。

③ 自動車車庫で１ｍ以内の部分に壁その他

これに類するものが無いこと。

建築物等の形態 ① 住宅の用に供する建築物の屋根形状は勾

又は意匠の制限 配屋根とする。

② 建築物等の屋根、外壁、又はこれに代わ

る柱の色彩は、原色の多用を避けて落ち着

きのある色調とし、街並みとの調和に配慮

したものとする。

③ 屋外広告物は、街並みの統一感を著しく

損なわない形態及び意匠とする。

垣又は柵の構造 道路に面する部分における垣又は柵の設置

の制限 については、緑とうるおいのある環境形成に

配慮して生垣又はフェンス等透視可能なもの

とする。

ただし、道路面からの高さが１ｍ以下のも

のにあっては、この限りではない。

１．次に掲げる建築物及びその敷地については、地区整備計画の全部又は一部を適用しない。備 考

(１) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びそ

の敷地

(２) 市長が区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正な都市機能と健全な都市環境を確

保する上で支障がないと認めて許可した建築物及びその敷地

２．当該地区計画の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地における増築

又は改築で、一定基準内のものについて地区整備計画の規定は適用しない。

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

田向地区及びその周辺地区の生活サービス拠点として適正規模の集客施設の誘導を図るため、本案のとおり地区計画を変

更するものである。



八戸都市計画地区計画の変更（八戸市決定）

赤書き：変更前新旧対照表

黒書き：変更後

八戸都市計画田向地区計画を次のように変更する。

〃名 称

田向地区計画

〃位 置

八戸市大字田向字田向、字荒屋敷、字間ノ田、字毘沙門、字毘沙門平、字松ヶ崎の全部

大字田向字野堰、字橋下、字向河原、字土岡河原、字毘沙門前、字館越下、字十二役、

字冷水、字デントウ平の各一部

〃面 積

約 ８８．５ ｈａ

〃区 地区計画の目標

域 本地区は、八戸市中心市街地から東方2.5kmに位置し､地区内には八戸市の環状線を形成する都

の 市計画道路３･３･８号白銀市川環状線が通っているほか､八戸市立市民病院が開設されているた

整 め､広域の医療･福祉の拠点として､良好な環境づくりが期待されている｡

備 このため、本地区計画により魅力あるまちづくりの実現に向けて建築物等の適切な配置及び立

・ 地誘導を図り、ゆとりとうるおいのある環境形成に資することを目標とする。

開

〃発 土地利用の方針

及 本地区は、高度医療拠点地区として高齢･福祉社会に備える施設を誘導するとともに､ゆとりあ

び る住宅地の形成を図る。

〃保

全 ①沿道地区（１）

の 都市計画道路３･３･８号の沿道として、また、医療拠点地区としての利便性に配慮した良

方 好な環境の形成を図る地区

〃針

②沿道地区（２）

周辺の一般住宅地区の居住環境と調和し、日常生活利便施設の立地にも配慮した良好な環

境の形成を図る地区

－

③沿道地区（３）

都市計画道路３･３･８号の沿道として、また、田向地区及びその周辺地区の生活サービス

拠点として適正規模の集客施設の立地に配慮した良好な環境の形成を図る地区

〃

④公共公益施設地区

広域医療･福祉等の拠点としてふさわしい公共公益施設の立地を誘導する地区

〃

⑤一般住宅地区

独立住宅を中心とした緑豊かなゆとりとうるおいのある閑静な居住環境の形成を図る地区

〃建築物等の整備

の方針 高度な医療･福祉機能を備えた新市街地にふさわしい都市環境の形成を図るため、土地利用の

方針をふまえるとともに、各地区の特性に応じ、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低

限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又はさくの構造の制限について

定める。

なお、共同住宅等にあっては、住戸数に見合う駐車場を設置する。



〃 〃地 建 地区の 名称

区 築 区分 沿道地区（１） 沿道地区（２）

整 物

約９．３ｈａ 〃備 等 面積

計 に 約６．３ｈａ 約１２．０ｈａ

画 関

〃 〃す 建築物等の用途

、 、る の制限 次に掲げる建築物及びこれに類するものは 次に掲げる建築物及びこれに類するものは

事 建築してはならない。 建築してはならない。

項 ① 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他 ① 火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯

これらに類するもの 蔵、処理に供するもの(ガソリンスタンドを

② カラオケボックスその他これに類するも 除く)

の ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

③ 自動車教習所 関する法律第２条第１項に規定する営業の

④ 火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯 用に供する建築物

蔵、処理に供するもの(ガソリンスタンドを

除く)

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第２条第１項に規定する営業の

用に供する建築物

〃建築物の敷地面

積の最小限度 １６５㎡かつ住戸数に５５㎡を乗じた面積以上

〃 〃建築物等の壁面

の位置の制限 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か

ら敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値 ら敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値

以上とする。 以上とする。

① ３･３･８白銀市川環状線に面する側にお ① ３･４･５小中野大館線及び３･４･29市民

いて３ｍ 病院通り線及び３･４･30松ヶ崎冷水線及び

② ３･４･５小中野大館線及び３･４･29市民 主要地方道八戸大野線に面する側において

病院通り線に面する側において２ｍ ２ｍ

③ その他の敷地境界線において１ｍ ② その他の敷地境界線において１ｍ

〃建築物等の形態

又は意匠の制限 ① 建築物等の屋根、外壁、又はこれに代わる柱の色彩は、原色の多用を避けて落ち着きのあ

る色調とし、街並みとの調和に配慮したものとする。

② 屋外広告物は、街並みの統一感を著しく損なわない形態及び意匠とする。

〃垣又は柵の構造

の制限 垣又は柵の設置については、にぎわいとゆとりある環境形成に配慮して、必要最小限に努め

るものとする。設置する場合には、緑とうるおいのある環境形成に配慮して生垣又はフェンス

等透視可能なものとする(法令等により設置を義務づけられている物を除く)。

ただし、道路面からの高さが１ｍ以下のものにあっては、この限りではない。



－ 〃地 建 地区の 名称

区 築 区分 沿道地区（３） 公共公益施設地区

整 物

－ 〃備 等 面積

計 に 約３．０ｈａ 約２１．０ｈａ

画 関

－ 〃す 建築物等の用途

、 、る の制限 次に掲げる建築物及びこれに類するものは 次に掲げる建築物及びこれに類するものは

事 建築してはならない。 建築してはならない。

項 ① 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他 ① 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿（同一敷

これらに類するもの 地内の公共公益施設に従事する者のために

② カラオケボックスその他これに類するも 設置する場合を除く）

の ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

③ 自動車教習所 関する法律第２条第１項に規定する営業の

④ 火薬類、石油類、ガスなどの危険物の貯 用に供する建築物

蔵、処理に供するもの(ガソリンスタンドを

除く)

⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に

関する法律第２条第１項に規定する営業の

用に供する建築物

⑥ 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他こ

れらに類する用途に供する建築物でその用

途に供する部分の床面積の合計が、建築物

の敷地面積の４２／１００を超えるもの

－ 〃建築物の敷地面

積の最小限度 １６５㎡かつ住戸数に５５㎡を乗じた面積以 －

上

－ 〃建築物等の壁面

の位置の制限 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か

ら敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値 ら敷地境界線までの距離は、次に掲げる数値

以上とする。 以上とする。

① ３･３･８白銀市川環状線に面する側にお ① ３･３･８白銀市川環状線に面する側にお

いて３ｍ いて３ｍ

② ３･４･29市民病院通り線に面する側にお ② ３･４･５小中野大館線及び３･４･29市民

いて２ｍ 病院通り線及び３･４･30松ヶ崎冷水線に面

③ その他の敷地境界線において１ｍ する側において２ｍ

③ その他の敷地境界線において１ｍ

－ 〃建築物等の形態

又は意匠の制限 ① 建築物等の屋根、外壁、又はこれに代わ ① 建築物等の屋根、外壁、又はこれに代わ

る柱の色彩は、原色の多用を避けて落ち着 る柱の色彩は、原色の多用を避けて落ち着

きのある色調とし、街並みとの調和に配慮 きのある色調とし、街並みとの調和に配慮

したものとする。 したものとする。

② 屋外広告物は、街並みの統一感を著しく ② 屋外広告物は、街並みの統一感を著しく

損なわない形態及び意匠とする。 損なわない形態及び意匠とし、原則として

自己の用に供するものとする。

－ 〃垣又は柵の構造

の制限 垣又は柵の設置については、にぎわいとゆ 垣又は柵の設置については、にぎわいとゆ

とりある環境形成に配慮して、必要最小限に とりある環境形成に配慮して、必要最小限に

努めるものとする。設置する場合には、緑と 努めるものとする。設置する場合には、緑と

うるおいのある環境形成に配慮して生垣又は うるおいのある環境形成に配慮して生垣又は

フェンス等透視可能なものとする(法令等によ フェンス等透視可能なものとする(法令等によ

り設置を義務づけられている物を除く)。 り設置を義務づけられている物を除く)。

ただし、道路面からの高さが１ｍ以下のも

のにあっては、この限りではない。



〃地 建 地区の 名称

区 築 区分 一般住宅地区

整 物

〃備 等 面積

計 に 約４６．２ｈａ

画 関

〃す 建築物等の用途

る の制限 既存の用途制限のみ

事

〃項 建築物の敷地面

積の最小限度 １６５㎡かつ住戸数に５５㎡を乗じた面積以

上

〃建築物等の壁面

の位置の制限 建築物の外壁、又はこれに代わる柱の面か

ら敷地境界線までの距離は１ｍ以上とする。

ただし、上記に満たない距離にある建築物

又は建築物の部分が次の各号の一に該当する

場合はこの限りではない。

① 外壁又はこれらにかかわる柱の中心線の

長さの合計が３ｍ以下であること。

② 物置その他これに類する用途に供し、軒

の高さが２．３ｍ以下で、かつ、床面積の

合計が５㎡以内であること。

③ 自動車車庫で１ｍ以内の部分に壁その他

これに類するものが無いこと。

〃建築物等の形態

又は意匠の制限 ① 住宅の用に供する建築物の屋根形状は勾

配屋根とする。

② 建築物等の屋根、外壁、又はこれに代わ

る柱の色彩は、原色の多用を避けて落ち着

きのある色調とし、街並みとの調和に配慮

したものとする。

③ 屋外広告物は、街並みの統一感を著しく

損なわない形態及び意匠とする。

〃垣又は柵の構造

の制限 道路に面する部分における垣又は柵の設置

については、緑とうるおいのある環境形成に

配慮して生垣又はフェンス等透視可能なもの

とする。

ただし、道路面からの高さが１ｍ以下のも

のにあっては、この限りではない。

〃備 考

１．次に掲げる建築物及びその敷地については、地区整備計画の全部又は一部を適用しない。

(１) 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びそ

の敷地

(２) 市長が区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正な都市機能と健全な都市環境を確

保する上で支障がないと認めて許可した建築物及びその敷地

２．当該地区計画の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地における増築

又は改築で、一定基準内のものについて地区整備計画の規定は適用しない。



変 更 理 由 書

八戸都 市 計 画 地 区 計 画 の 変 更 に つ い て

○ 地 区 計 画 を 変 更 す る 地 区 、 面 積

田 向 地 区 計 画 88.5 h aの う ち 3.0 haの 変 更

○ 変 更 理 由

田 向 地 区 計 画 は 、 平 成 16年 1 0月 2 2日 に 田 向 土 地 区 画 整 理 事 業 区 域 に お

い て 決 定 さ れ 、 平 成 22年 ９ 月 17日 に は 同 事 業 の 土 地 利 用 計 画 を 含 む 事 業 計

画 の 変 更 に 併 せ て 、 用 途 地 域 及 び 地 区 計 画 の 変 更 を し て い る 。

当 該 変 更 区 域 （ 沿 道 地 区 （ ３ ） ） は 、 同 事 業 計 画 に お い て 地 区 住 民 の 利 便

性 と 街 の 魅 力 向 上 の た め の 商 業 施 設 等 の 誘 導 を 目 的 と し た 街 区 に 位 置 づ け

ら れ て い る も の の 、 今 後 、 商 業 施 設 等 が 過 度 に 集 積 し た 場 合 、 広 域 的 に 都

市 構 造 や イ ン フ ラ に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ が あ る ほ か 、 中 心 市 街 地 へ の 影 響

と し て 都 市 機 能 の 低 下 や 分 散 が 懸 念 さ れ る こ と か ら 、 適 正 規 模 の 集 客 施 設

の 誘 導 を 図 る た め 、 当 該 街 区 全 体 で の 集 客 施 設 規 模 を 床 面 積 の 合 計 で 10 , 0

0 0㎡ 以 下 に 制 限 す る 内 容 へ 変 更 す る も の で あ る 。



字名一覧表

変更する都市計画の種類 追加される土地の区域 変更される土地の区域

地区計画 大字田向字毘沙門、字毘沙門平、字松ヶ崎、

（田向地区計画） 字冷水の各一部



 

都市計画の策定の経緯の概要 

 

 

八戸都市計画地区計画の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  項 時  期 備  考 

 

県への事前協議 

説明会 

計画案の縦覧 

 

 

八戸市都市計画審議会 

知事への協議 

決定告示 

 

 

 

平成２４年 ３月 ７日 

平成２４年 ５月 ８日 

平成２４年 ５月 ９日から 

 (２週間) 

平成２４年 ５月２２日まで 

平成２４年 ５月３１日 

平成２４年 ６月 ５日 

平成２４年 ６月１３日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八戸市告示第２０８号 



総括図

八戸都市計画 地区計画の変更(八戸市決定)

田向地区計画
　　　　既決定区域　約88.5ha

　　　　変更区域　　 約3.0ha

八戸市庁

八戸IC

本八戸駅

小中野駅

東運動公園

陸奥湊駅

長苗代駅


